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１

学生の皆さん！

アルバイトのトラブルについて
相談してみませんか？

学生のアルバイトだって
立派な労働契約です！

特に初めてバイトをする場合、
「これっておかしくない？」と
思っても、中々聞けませんよね
そんな、困った時には…

北九州労働者支援事務所
０９３-９６７-３９４５
とにかく電話してみてください
受付：平日８：３０～１７：１５
夜間相談：毎週水曜日17:15～20:00
（いずれも12/29～1/3及び祝日除く）

たとえば…
パワハラ

労働条件が
守られて
ない



２

労働者支援事務所では、『解雇・雇止め集中相談会』を 開催します。

解雇・雇止めだけでなく、職場で生じた様々な問題について、労働者・使用者どちら

からも相談をお受けします。

期間中は夜２０時まで時間を延長してご相談に応じますので、日中はなかなか時間が

取れない方も、この機会にぜひ、労働者支援事務所までご相談ください。

必要に応じて弁護士相談にもお繋ぎします。

（その場合も、まずは職員が相談を伺います。）

令和８年２月、解雇・雇止め集中相談会を開催

◆ 日 時 ： 令和 ８年 ２月 ２５日 （水） 、２６日（木）

９：００ ～ ２０：００ （受付は １９：３０ まで）

◆ 場 所 ： 福岡県北九州労働者支援事務所

（北九州市小倉北区浅野３丁目８番１号 ＡＩＭビル４F）

◆ 電 話 ： ０９３－９６７－３９４５



３

ご存じですか？
スポットワーク（スキマバイト）利用の注意点

今、話題のスポットワーク（スキマバイト）。ちょっとした空き時間を有効活用できて便利ですよね。
でも、ちょっと待ってください。 あなたの雇用主は誰ですか？
直前キャンセルなどトラブルが発生した時の対応はどうなっていますか？
トラブルが起きた時、慌てないように、契約時にしっかり確認しておくことが大切です。
厚生労働省が発信している注意点を簡単にまとめてみました。

① 労働契約締結時における注意点
・事前に労働条件を確認しましょう （就業場所、業務内容、就業時間、雇用形態など）
・誰と労働契約を結んでいるのかを確認しましょう （労働条件通知書で雇用主が誰であるか確認）
・労働契約の成立時期や内容を確認しましょう

スポットワークでは、アプリなどを媒介に面接等を経ることなく先着順で就労が決定します。このような求人
では、別途特段の合意がなければ雇用主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の
合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられます。労働契約を締結する際には、
雇用主との労働契約における解約（キャンセル）に関する規定の有無、その内容や期限を確認しましょう。

②仕事の中止を命じられた場合等の注意点
・仕事の中止または早上がりを命じられた

労働契約成立後に雇用主の都合で仕事の中止または早上がりを命じられた場合は、雇用主は所定支払日
までに休業手当を支払うことが必要です。就労先の所定の賃金支払い日までに休業手当が支払われない場
合には雇用主に支払いを求めましょう。

③賃金・労働時間に関する注意点
・実際の労働時間に対する賃金や事前に約束した賃金が支払われているかを確認しましょう
・業務に必要な準備行為等も労働時間です
・一方的な賃金の減額は違法です
・実際の労働時間について承認を求めましょう

労働時間が予定と異なっていた場合は、スポットワーカーからの申請等に基づいて雇用主による労働時間
の修正の承認を必要とすることがあるので、雇用主に実際の労働時間を報告し、承認を求めましょう。

④その他の注意点
・給料が即日（または翌日）に払われない場合（スポットワーク仲介業者に確認を）
・通勤途中または仕事中にケガをした場合（労災保険給付を請求することが可能。まず雇用主に連絡を）
・労働災害防止対策は雇用主の義務です（仕事に就く前に安全衛生教育をしっかり受けましょう）
・就業時に雇用主以外から指示を受けている場合（福岡労働局の需給調整事業部へ）
・欠勤等を理由にサービス利用が停止された場合（福岡労働局の需給調整事業部へ）

賃金や労働時間、休業手当等の
労働基準法等に関するお問い合わせは
労働基準監督署へ

スポットワーク仲介事業者等（雇用主
以外）に関するお問い合わせは
福岡労働局職業安定部
需給調整事業課へ



令和 ８年 １月１９日（月）

令和 ８年 ３月 ２日（月）

◆ 出張労働相談会のご案内

労働相談のご案内

◆通常相談（来所相談、電話相談、電子申請システムによる相談受付）
受 付 平日（月曜日～金曜日） ８：３０～１７：１５

場 所 北九州労働者支援事務所

（北九州市小倉北区浅野３丁目８番１号 ＡＩＭビル４F）

電話番号 ０９３－９６７－３９４５

電子申請システム （労働相談受付専用）⇒

◆夜間相談（電話相談のみ）
受 付 毎週水曜日（祝日の場合は翌日） １７：１５～２０：００

※県内４労働者支援事務所で輪番対応

北九州労働者支援事務所では、様々な形で、皆様からの労働相談をお受けしています。

北九州労働者支援事務所のご案内

事前予約制

① 行橋公民館 （ＪＲ行橋駅高架下）
②北九州市立八幡西生涯学習総合センター２F
２０２会議室 （黒崎ゴールド免許センターとなり）

相談会名 会 場

①行橋（京築）
出張労働相談会

開催日の １６：００～１８：００
【予約締切】前週の火曜日１７時まで

行橋公民館
行橋市西宮市２丁目７－１
（ ＪＲ行橋駅高架下 ）

開 催 日

令和 ８年 ２月 ９日（月）

②北九州西部地区（黒崎）
出張労働相談会

開催日の １６：００～１８：００
【予約締切】前週の木曜日１７時まで

北九州市立八幡西生涯学習
総合センター２F ２０２会議室

北九州市八幡西区黒崎３丁目１５-３

コムシティ ２F

４


